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平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

第
三
千
四
百
七
十
九
号

増

刊

①

　
　
　
　

条
　
　
　
例
（
第
四
号

－

第
十
号
）

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
生
活
安
全
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

高
齢
者
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
高
齢
者
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
子
育
て
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　

（
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
害
者
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
七

○
福
岡
県
特
別
職
の
職
員
及
び
教
育
長
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例�

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
八

◇
福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
新
社
会
推
進
部
生
活
安
全
課
）

１　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
伴

い
、
福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
健
康
増
進
課
）

１　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
継
続
す
る
こ
と

に
伴
い
、
福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
支
援
課
）

１　

福
岡
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
伴

い
、
福
岡
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
支
援
課
）

１　

福
岡
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に

伴
い
、
福
岡
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
子
育
て
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
祉
労
働
部
子
育
て
支
援
課
）

１　

福
岡
県
子
育
て
応
援
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
伴
い
、
福

岡
県
子
育
て
応
援
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
祉
労
働
部
障
害
者
福
祉
課
）

１　

福
岡
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
継

続
す
る
こ
と
に
伴
い
、
福
岡
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延

目
　
　
　
次

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し
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長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
祉
労
働
部
労
働
局
労
働
政
策
課
）

１　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
に
基
づ
く
事
業
を
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
継
続
す
る

こ
と
に
伴
い
、
福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と

し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　
　

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。　

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
六
号

　
　
　

福
岡
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
七
号

　
　
　

福
岡
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
子
育
て
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

条
　
　
　
例
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福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
八
号

　
　
　

福
岡
県
子
育
て
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
子
育
て
応
援
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則　

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
九
号

　
　
　

福
岡
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
号

　
　
　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例

　

第
一
条
中
「
第
百
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
」
を
「
第
百
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
」
に

改
め
、
「
調
査
研
究
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
活
動
」
を
加
え
、
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」

に
改
め
る
。

　

第
八
条
を
削
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改

め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条

と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
政
務
調
査
費
の
」
を
「
政
務
活
動
費
の
」
に
、
「
政
務
調
査
費
経
理
責
任
者
」

を
「
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改

め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
政
務
調
査
費
」
を

再
　
　
　
掲
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別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

「
政
務
活
動
費
」
に
、
「
福
岡
県
議
会
の
会
派
（
所
属
議
員
が
一
人
の
場
合
を
含
む
。
以
下
「
会
派
」

と
い
う
。
）
」
を
「
会
派
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
）

第
二
条　

政
務
活
動
費
は
、
福
岡
県
議
会
の
会
派
（
所
属
議
員
が
一
人
の
場
合
を
含
む
。
以
下
「
会
派

」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
調
査
研
究
、
研
修
、
広
聴
・
広
報
、
要
請
・
陳
情
、
住
民
相
談
、
各
種

会
議
へ
の
参
加
等
県
政
の
課
題
及
び
県
民
の
意
思
を
把
握
し
、
県
政
に
反
映
さ
せ
る
活
動
そ
の
他
の

住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
活
動
（
次
項
に
お
い
て
「
政
務
活
動
」
と
い
う
。
）
に
要

す
る
経
費
に
対
し
て
交
付
す
る
。

２　

政
務
活
動
費
は
、
別
表
に
定
め
る
政
務
活
動
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
を
削
る
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
政
務
調
査
費
の

」
を
「
政
務
活
動
費
の
」
に
、
「
政
務
調
査
費
に
よ
る
」
を
「
政
務
活
動
費
に
よ
る
」
に
、
「
第
八
条

の
使
途
基
準
」
を
「
第
二
条
に
規
定
す
る
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
」
に
、

「
政
務
調
査
費
を
」
を
「
政
務
活
動
費
を
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
収
支
報
告
書
等
」
を
「
収
支
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
（
以
下
「
収
支

報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条

と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
透
明
性
の
確
保
）

第
十
二
条　

議
長
は
、
収
支
報
告
書
等
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
う
等
、
政
務
活
動
費
の
適

正
な
運
用
を
期
す
と
と
も
に
、
使
途
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

研
修

費
１
　
会
派
が
行
う
研
修
会
、
講
演
会
等
の
実
施
（
共
同
開
催
を
含
む
。
）
に
要
す
る
経

費
２
　
団
体
等
が
開
催
す
る
研
修
会
（
視
察
を
含
む
。
）
、講
演
会
等
へ
の
所
属
議
員
及

び
会
派
の
雇
用
す
る
職
員
の
参
加
に
要
す
る
経
費

広
聴
・
広
報
費

　
会
派
が
行
う
県
政
に
関
す
る
政
策
等
の
広
聴
・
広
報
活
動
に
要
す
る
経
費

要
請
・
陳
情

等
活
動
費

　
会
派
が
行
う
要
請
・
陳
情
活
動
、
住
民
相
談
等
の
活
動
に
要
す
る
経
費

会
議

費
１
　
会
派
が
行
う
各
種
会
議
、
住
民
相
談
会
等
に
要
す
る
経
費

２
　
団
体
等
が
開
催
す
る
意
見
交
換
会
等
各
種
会
議
へ
の
会
派
と
し
て
の
参
加
に
要
す

る
経
費

資
料
作
成
費

　
会
派
が
行
う
活
動
に
必
要
な
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費

資
料
購
入
費

　
会
派
が
行
う
活
動
の
た
め
に
必
要
な
図
書
、
資
料
等
の
購
入
、
利
用
等
に
要
す
る
経

費

事
務
所
費

　
所
属
議
員
が
行
う
活
動
の
た
め
に
必
要
な
事
務
所
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す
る
経
費

事
務

費
　
会
派
が
行
う
活
動
に
係
る
事
務
の
遂
行
に
要
す
る
経
費

人
件

費
　
会
派
が
行
う
活
動
を
補
助
す
る
職
員
を
雇
用
す
る
経
費

別
表
　
政
務
活
動
に
要
す
る
経
費
（
第
２
条
関
係
）

�経
　
　
　
費

�内
　
　
　
　
容

調
査
研
究
費

　
会
派
（
所
属
議
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
�行
う
県
の
事
務
、
地
方
行
財
政
等
に

関
す
る
調
査
研
究
（
視
察
を
含
む
。
）
及
び
調
査
委
託
に
要
す
る
経
費
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別記様式（第９条関係） 
 
 

    年     月    日 
   
   福岡県議会議長 
 
              殿 
 
 
                                         

会派名

 
 
                                         

代表者名                          印 

 
 
 

 

年度政務活動費に係る収支報告について

 

 
 
  

　 福 岡 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 福 岡 県 条 例 第

１号）第９条に基づき、別紙のとおり　　年度政務活動費収支報告書

を提出します。
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（別紙） 
年度政務活動費収支報告書 

（   年   月 ～   年   月分 ） 
  
                                              会派名 
 
１ 収  入 
 
        政務活動費              円 
 
２ 支  出 
                                                         （単位：円） 
 

  経   費     支 出 額           備   考  

 調査研究 費    

 研 修 費    

 広聴・広報費    

 要請・陳情等活動費   

 会 議 費    

 資料作成費    

 資料購入 費    

 事 務 所 費    

 事 務 費    

 人 件 費    

 合 計    
 
 
３ 残  余 
 
                                 円 
 
 （注） 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
交
付
決
定
さ
れ
る
政
務
活
動
費
か
ら
適
用
し

、
同
日
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧

条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
決
定
さ
れ
た
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
旧
条
例
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て

い
る
届
出
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
条
例
第
五
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

届
出
と
み
な
す
。�

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
三
十
七
項
の
前
の
見
出
し
中
「
長
期
勤
続
者
等
に
対
す
る
退
職
手
当
」
を
「
退
職
手
当
の

基
本
額
」
に
改
め
、
同
項
中
「
二
十
年
以
上
」
及
び
「
及
び
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
、
そ
の
者
の

都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者
」
を
削
り
、
「
百
分
の
百
四
」
を
「
百
分
の
八
十
七
」
に
改
め
、
同
項
に

後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
並
び
に
附
則

第
三
十
七
項
」
と
す
る
。

　
　

附
則
第
三
十
八
項
中
「
三
十
六
年
」
の
下
に
「
以
上
四
十
二
年
以
下
」
を
加
え
、
「
（
傷
病
又

は
死
亡
に
よ
ら
ず
、
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
そ
の
者
の
勤

続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
」
を
「
同
項
又
は
第
五

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
前
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡

県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
五
項
の
前
の
見
出
し
中
「
長
期
勤
続
者
等
に
対
す
る
退
職
手
当
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本

額
」
に
改
め
、
同
項
中
「
第
三
条
中
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
係
る
退
職
手
当
に
関
す
る
部
分
、

改
正
後
の
条
例
第
四
条
、
第
五
条
又
は
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
三
号
）
附
則
第
六
項
」
を
「
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

」
に
改
め
、
「
二
十
年
以
上
」
、
「
（
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
二�

十
五
年
未
満
）
」
及
び
「
、
改
正
後
の
条
例
第
三
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
及
び
同
条
例
附
則
第
七

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
削
り
、
「
百
分
の
百
四
」
を
「
百
分
の
八
十
七
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
七
項
中
「
第
三
条
中
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
係
る
退
職
手
当
に
関
す
る
部
分
」
を
「

第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
三
十
六
年
」
の
下
に
「
以
上
四
十
二
年
以
下
」
を
加
え
、
「
、
改
正

後
の
条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
二
並
び
に
同
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」

を
削
り
、
「
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
こ
の
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り

計
算
し
て
得
ら
れ
る
」
を
「
同
項
又
は
改
正
後
の
条
例
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に

こ
の
条
例
附
則
第
五
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
八
項
中
「
、
改
正
後
の
条
例
第
五
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
及
び
同
条
例
附
則
第
七
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
削
る
。

　

（
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
福
岡

県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
四
項
中
「
四
十
四
年
」
を
「
四
十
二
年
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
岡
県

条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

平
成
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
四
号
。
」
を
「
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
四
号
。
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
が
」
を
「
額
（
当

該
勤
続
期
間
が
四
十
三
年
又
は
四
十
四
年
の
者
で
あ
っ
て
、
傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の

者
の
都
合
に
よ
り
又
は
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
旧

条
例
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
当
該
勤
続
期
間

を
三
十
五
年
と
し
て
旧
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
）
に
そ

れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
七
（
当
該
勤
続
期
間
が
二
十
年
以
上
の
者
（
四
十
二
年
以
下
の
者
で
傷
病
又
は

死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
及
び
三
十
七
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
者

で
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
百
四
分
の
八
十
七
）

を
乗
じ
て
得
た
額
が
」
に
改
め
、
「
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

第
二
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
条

及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
七
項
（
新
条
例
附
則
第
三
十
九

項
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
四
号
。
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
平
成
十
六

年
一
部
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

三
十
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
附
則
第
三
十
七
項
中
「
百
分
の
八
十
七
」
と
あ
る

の
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
分
の
九
十
八
」
と
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
分
の
九
十
二
」
と
す
る
。

第
三
条　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て

「
改
正
後
の
昭
和
四
十
八
年
一
部
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
（
改
正
後
の
昭
和
四
十
八

年
一
部
改
正
条
例
附
則
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
昭
和
四
十
八
年
一
部
改
正
条
例
附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
八
十
七
」

と
あ
る
の
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
分
の
九
十
八

」
と
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
分
の
九
十
二

」
と
す
る
。

第
四
条　

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
平
成
十
八
年
一
部
改�

正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
八
十

　

七
」
と
あ
る
の
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
分
の

九
十
八
」
と
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
分
の

九
十
二
」
と
、
「
百
四
分
の
八
十
七
」
と
あ
る
の
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
ま

で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
四
分
の
九
十
八
」
と
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
百
四
分
の
九
十
二
」
と
す
る
。

第
五
条　

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
退
職
し
た
者
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
三
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
規
定
中
「
百
分
の
八
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
」
と

、
「
百
四
分
の
八
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
百
四
分
の
百
」
と
す
る
。

　

一　

新
条
例
附
則
第
三
十
七
項
（
新
条
例
附
則
第
三
十
九
項
及
び
改
正
後
の
平
成
十
六
年
一
部
改
正

条
例
附
則
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
八
項

　

二　

改
正
後
の
昭
和
四
十
八
年
一
部
改
正
条
例
附
則
第
五
項
（
改
正
後
の
昭
和
四
十
八
年
一
部
改
正

条
例
附
則
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
項

　

三　

改
正
後
の
平
成
十
八
年
一
部
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
一
項

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
特
別
職
の
職
員
及
び
教
育
長
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日

�

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
特
別
職
の
職
員
及
び
教
育
長
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
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条
例

　

福
岡
県
特
別
職
の
職
員
及
び
教
育
長
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
福
岡
県
条
例
第

二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
四
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
四
十
一
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
三
十
」
を
「
百
分
の

二
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
百
分
の
三
十
」
を
「
百
分
の
二
十
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則　

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


